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あるべき税制の構築に向けた基本方針あるべき税制の構築に向けた基本方針

1. 中長期的視点からの抜本改革

3. 徹底した歳出削減、行政改革の断行が前提

2. 2つの基本的目標

a) 税制の経済社会構造とのミスマッチの是正

b) 安定した収入確保のシステム構造

4．短期的な対応は、中長期的な抜本改革と整合的に



税制を取り巻く環境税制を取り巻く環境

1. 人口減少と高齢化の進展

12,100万人12,700万人総人口

1.9人3.6人働き手と高齢者の比率

28.7％17.4％老齢人口比率

２０２５年２０００年

2. 財政赤字の累増

主要先進国中最悪の水準主要先進国中最悪の水準

国・地方の債務残高の対GDP比率 140％

平成14年度予算の国債依存度 37％



「広く薄く」の観点からの対応「広く薄く」の観点からの対応

･ 累進構造の緩和

(今後、最高税率の引下げが課
題)

･ 今後、基礎控除の引下げ
が課題

相続税
(累進構造は必要)

消費税

･ 税率引下げ

⇒既に先進国並みの水準に低下
･ 課税ベースの拡大法人課税

･ 税率引下げ・累進構造の緩和

･ 恒久的減税(定率減税･最高税
率の引下げ)

⇒税負担水準は先進国に比べて
低い

･ 今後、諸控除の見直しが
課題

個人所得課税
(累進構造は必要)

「薄く」「広く」税　目

･ 消費税の創設・充実



所得税の課税最低限について所得税の課税最低限について

1 基礎控除 38万円
2 配偶者控除 38万円
3 配偶者特別控除 38万円
4 扶養控除 38万円
5 特定扶養控除 38＋25万円
6 給与所得控除 130.8万円
7 社会保険料控除 38.4万円
8 退職所得控除　　　　　　　　　
9 公的年金等控除

10 老年者控除
11 寡婦(夫)控除
12 勤労学生控除

(参考)
各国の状況
アメリカ 315万円
イギリス 137万円
ドイツ 383万円
フランス 298万円

課税最低限
384.2万円
(夫婦子2人の
給与所得者の場合)

合計20種類以上



配偶者特別控除の見直し配偶者特別控除の見直し

納
税
者
本
人
の
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除
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配偶者の給与収入
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80

90

100

110

120

130

140

最高
38万円

最高
38万円

配偶者特別控除

②

③

配偶者特別控除

配偶者控除　38万円

給与収入103万円以下の配偶者を対象

①

76万円

38万円

0万円
103万円 141万円



考え方２

扶養控除
児童及び老齢の

親族のみ

拡 充

基礎控除

考え方３

拡 充

児童の扶養に
ついて

税額控除

基礎控除

考え方１

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

これらを合わせて
｢家族控除(仮称)｣？

家族に関する控除の構造の見直し（３つの考え方）家族に関する控除の構造の見直し（３つの考え方）



法人課税の実効税率の国際比較法人課税の実効税率の国際比較

日本

法人税率：30％
事業税率：9.6％
住民税率：法人税額×17.3％

法人税率：30％

アメリカ イギリス ドイツ フランス

法人税率：35％
州税率：　8.84％

法人税率：25％
営業税率：19.6％
付加税率：法人税額

×5.5％

法人税率：331/3％
付加税率：法人税額

×3％
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法人事業税の外形標準化法人事業税の外形標準化

所
得
〔
利
潤
〕
に

よ
る
課
税

現 行

税率9.6％

所得基準：外形基準

50％：50％

改革案
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税率4.8％
資本金1,000万円
未満の法人は
年4.8万円を限度



消費税の改革の方向消費税の改革の方向

（改革の方向）

事業者免税点水準
3000万円

（改革の項目）

簡易課税制度

申告納付回数
年4回

価格表示のあり方

まずは、信頼性、透明性の向上に向けた改革が必要

大幅に縮小

廃止を含めた
抜本的見直し

増やす

総額表示(含む税額)方式



贈与税の課税方式の概念図贈与税の課税方式の概念図 （1年目、3年目、4年目に贈与を
　行ったケース）
（1年目、3年目、4年目に贈与を
　行ったケース）

【暦年課税方式】（例：日本） 【累積課税方式】（例：アメリカ、フランスなど）

2年目 （贈与なし） 2年目 （贈与なし）
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基本方針で示されているその他の項目基本方針で示されているその他の項目

分類(10種類)の簡素化、税負担格差の縮小酒　　税

一般財源化を含め､そのあり方の見直しを
行う

道路特定財源

環境施策全体の中で検討
(例：環境税の是非)

環境問題と税制

プライバシー保護も考慮に入れ、導入に
向け検討

納税者番号制度

税率引上げの是非たばこ税



来年度改正で具体化を図るべき主な事項
（小泉総理の指示）

来年度改正で具体化を図るべき主な事項
（小泉総理の指示）

配偶者特別控除､特定扶養控除等の簡素･集約化

外形標準課税の導入による法人課税の実効税率の
引下げ

研究開発減税・投資減税の集中

消費税の免税点制度等の見直し

相続税の最高税率の引下げ・控除の見直しと
生前贈与の円滑化








